
● ●
● ●

●

●

●

上郡町

道谷
30m3

戸倉
70m3

南部
430m3

朝来市

室津
340m3、①

赤穂
23,200m3、①

生野
1,500m3

船上
23,800m3、①

神戸市

養父市

三田市

西宮市

芦屋市

宝塚市

猪名川町

川西市

尼崎市

大阪府

京都府

鳥取県

岡山県
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小島
50m3

●

鹿状
20m3原

60m3

大山
390m3

Ｔ

Ｔ
貴船
700m3

加東市

●

加西市

小野市

Ｔ

加古川上流★
117,800m3、②④⑤

加古川市

●

Ｔ

●

中部
1,600m3

大山
710m3、④⑤

Ｔ

神戸
1,700m3、④⑤

宍粟市

●

高砂
4,100m3、①

●

●Ｔ

Ｔ

たつの市

●

●

● 太子町相生市

Ｔ

Ｔ

播磨高原
9,200m3

Ｔ

千種中央
670m3

Ｔ

波賀中央
630m3

Ｔ

立杭
590m3、④⑤

●
朝霧
11,200m3

稲美町

Ｔ

【凡 例】

：予定処理区域

：予定処理区域
(2市町以上にまたがるもの)

Ｔ ：下水処理場(処理能力と整備方針)

☆処理能力:(日最大の計画下水量)
☆整備方針
①:栄養塩類の循環バランスに配慮した

運転管理を実施する。
②:水道水源の上流において高度処理を

実施する。
③:下水道が有する資源、エネルギーの

利用を図る。
④:下水道施設のエネルギー消費量の

低減に努める。
⑤:集合処理施設(公共下水道、農集排、

コミプラ等)の既存ストックを活用した
統廃合を促進し、処理施設の維持管理
費及び機器更新費の縮減を図る。

：水質環境基準点(現況年で水質環境基準
達成済み。将来も達成維持予定。)

：〃(現況年で水質環境基準未達成。
将来の達成維持を目指す。)

【下水道の整備に関する基本方針】
☆計画期間 ：2015年度～2045年度
☆現況年（基準年）：2015年度
☆中期整備計画年度：2015年度～2025年度
☆水質環境基準達成・維持以外の目標

①豊かな海の実現
②省エネルギーの推進
③資源・エネルギーの循環の形成
④持続的な下水道事業の実施
⑤水道水源の水質保全

Ｔ

龍野西
1,200m3

古池
20m3

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ
久崎
290m3

Ｔ

上月
280m3、④⑤ Ｔ

佐用
1,400m3、④⑤

佐用町

Ｔ

揖保川
105,900m3、①④⑤

中
2,500m3、④⑤

南光
730m3、④⑤

Ｔ

Ｔ

福浦
240m3、①

●

Ｔ
上郡
3,100m3

Ｔ
Ｔ

大泊
60m3

Ｔ

Ｔ●

はりま
90m3

Ｔ
赤穂市

相生
8,700m3、①④⑤

Ｔ

Ｔ

Ｔ
神河町

ＴＴ

大河内
970m3、④⑤

栗賀南部
1,700m3、④⑤

Ｔ
Ｔ

市川町

●
福崎町

Ｔ

氷上中央
1,300m3

氷上東
2,100m3

多可町

Ｔ
丹波市

Ｔ
Ｔ
Ｔ 柏原

4,100m3

Ｔ

Ｔ
福住
330m3

Ｔ
篠山市

Ｔ Ｔ

西紀中央
600m3、④⑤

Ｔ
Ｔ

篠山
4,100m3、④⑤

日置
950m3、④⑤

住吉
3,700m3、④⑤

Ｔ

谷川
1,200m3、④⑤

家島
1,500m3、①

●Ｔ

西脇市Ｔ

小川
1,500m3、④⑤

Ｔ

吉川
1,300m3、④⑤

Ｔ

Ｔ

Ｔ

西部
240m3

播磨町

Ｔ

●

●

Ｔ

玉津★
95,200m3、③④

Ｔ
●

Ｔ

Ｔ

大久保★
36,000m3、④

●

●

Ｔ
●●

●
●

Ｔ

清水苑
6,600m3、④⑤

Ｔ

上菅
1,000m3、④⑤

福崎
8,400m3、④⑤

姫路市

中部
151,400m3、①④⑤

Ｔ Ｔ

大的
14,600m3、①

Ｔ

伊保
10,200m3、①③

東部
53,700m3、①④⑤

Ｔ

Ｔ
和田
1,100m3、④⑤

氷上南
780m3、④⑤

氷上北
1,100m3

二見
43,300m3、①④

加古川下流
125,800m3、①④⑤

高砂市

黒田庄
2,400m3、④⑤

ちくさ高原
270m3

三日月
730m3

せせらぎ東条
2,800m3、④⑤

●
●

●

●
●
●

●

●●

●

杉原谷
420m3、④⑤

★：高度処理実施箇所



北淡
1,700m3、①

津井
760m3、①④⑤

五色
720m3、①

一宮
1,700m3、①④⑤
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TT

TT

TT

南あわじ市

洲本市

TT

淡路市

TT

灘
130m3、④⑤

TT

TT

TT

TT
八木・榎列
1,500m3、①④⑤TT

TT

松帆・湊
2,100m3、①④⑤ 市・榎列

3,000m3、①④⑤

賀集
2,700m3、①④⑤

阿万
1,800m3、①④⑤

福良
2,500m3、①

【下水道の整備に関する基本方針】
☆計画期間 ：2015年度～2045年度
☆現況年（基準年）：2015年度
☆中期整備計画年度：2015年度～2025年度
☆水質環境基準達成・維持以外の目標
①豊かな海の実現
②省エネルギーの推進
③資源・エネルギーの循環の形成
④持続的な下水道事業の実施
⑤水道水源の水質保全

【凡 例】

：予定処理区域

Ｔ ：下水処理場(処理能力と整備方針)

☆処理能力:(日最大の計画下水量)
☆整備方針

①:栄養塩類の循環バランスに配慮した
運転管理を実施する。

②:水道水源の上流において高度処理を
実施する。

③:下水道が有する資源、エネルギーの
利用を図る。

④:下水道施設のエネルギー消費量の
低減を努める。

⑤:集合処理施設(公共下水道、農集排、
コミプラ等)の既存ストックを活用した
統廃合を促進し、処理施設の維持管理
費及び機器更新費の縮減を図る。

：水質環境基準点(現況年で水質環境基準
達成済み。将来も達成維持予定)


